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１ 後期高齢者医療制度の運営状況について

⑴ 被保険者数、医療費等の推移 （カッコ内は前年度からの伸び率）

平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

被 保 険 者 数

（3月31日現在）

275,779 人 283,617 人

（2.8％）

292,858 人

（3.3％）

300,808 人

（2.7％）

医 療 費
2,502 億円 2,659 億円

（6.3％）

2,811 億円

（5.7％）

2,937 億円

（4.5％）

一人当たり医療費
923 千円 954 千円

（3.4％）

980 千円

（2.7％）

993 千円

（1.3％）

平成 20 年度の医療費は 12 ケ月相当分に再計算した数値

⑵ 保険料改定の状況

ア 保険料率・一人当たり保険料額

平成 24・25 年度 平成 22・23 年度 増加額

保 険 料 率

均 等 割 額 ４６，３９０円 ４４，４１０円 １，９８０円

所 得 割 率 ９．１２％ ８．６８％ ０．４４ﾎﾟｲﾝﾄ

限 度 額 ５５万円 ５０万円 ５万円

一 人 当 た り 軽 減 後

保 険 料 額
７５，０３３円 ７１，４４１円

３，５９２円

（５．０％増）

＜不均一保険料率＞

平成 20 年度から６年間の経過措置。次回改定から府下均一保険料となる。

市 町 村
平成２４・２５年度 平成２２・２３年度 増減（ＡーＢ）

均等割額 所得割率 均等割額 所得割率 均等割額 所得割率

綾 部 市 44,430 円 8.74％ 40,670 円 7.95％ 3,760 円 0.79

宮 津 市 44,260 円 8.71％ 40,330 円 7.89％ 3,930 円 0.82

京 丹 後 市 44,470 円 8.75％ 40,750 円 7.97％ 3,720 円 0.78

南 山 城 村 44,410 円 8.74％ 40,640 円 7.95％ 3,770 円 0.79

京 丹 波 町 44,400 円 8.73％ 40,610 円 7.94％ 3,790 円 0.79

伊 根 町 43,670 円 8.59％ 39,220 円 7.67％ 4,450 円 0.92

与 謝 野 町 43,720 円 8.60％ 39,300 円 7.69％ 4,420 円 0.91

イ 被保険者への周知・反応

保険料率の改定についての周知を６月に新聞折込みチラシにより行った。

問い合わせ等は、周知後３日間で約３００件（うち広域連合には約２００件）。

（主な問い合わせの内容）

・後期高齢者は何歳からか。 ・現在加入している保険と関係あるのか。

・自分の保険料はどのくらいになるのか。 ・保険料の通知はいつ頃来るのか。

第９回京都府後期高齢者医療協議会資料



2

⑶ 平成２３年度後期高齢者医療特別会計決算収支の状況

＜決算収支＞

区 分 平成 23 年度 平成 22 年度 増減

歳入総額（Ａ） 279,749 百万円 275,178 百万円 4,571 百万円

歳出総額（Ｂ） 274,790 百万円 269,391 百万円 5,399 百万円

形式収支（Ｃ＝Ａ－Ｂ） 4,959 百万円 5,787 百万円 △ 828 百万円

返還金 （Ｄ） 1,950 百万円 1,772 百万円 178 百万円

実質収支（Ｃ－Ｄ） 3,009 百万円 4,015 百万円 △ 1,006 百万円

＜決算収支のポイント＞

＜今後の課題＞

第３期保険料率上昇抑制のため剰余金を活用した結果、平成２５年度末の実質収支

は約３億円となる見込み。

少子高齢化が進展する中で、医療費の増嵩が確実な状況の下、第４期以降の保険料

率の上昇は不可避であるが、これまでのような剰余金の活用は困難。

→ 医療費の適正化といった保険者機能の向上や国、京都府からの補助金増額等の支

援強化が不可欠。

形式収支は４９億５９００万円の黒字。

→そのうち１９億５０００万円は国庫・京都府・支払基金交付金

の精算により返還

第３期（平成２４・２５年度）保険料率上昇抑制のため、

２４年度：１３億１９００万円、

２５年度：１３億９２００万円 を活用

実質収支 ３０億９００万円の黒字
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⑷ 健康診査受診率の推移 （単位：％ 網掛けは人間ドック実施市町村）

市町村
平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

健康診査 健診＋人間ドック 健康診査 健診＋人間ドック 健康診査 健診＋人間ドック

京都市 12.4 12.4 11.6 13.0 11.5 12.9

福知山市 10.8 11.7 12.5 13.3 12.1 13.2

舞鶴市 42.5 42.5 40.0 40.3 38.0 38.5

綾部市 8.4 9.7 8.8 10.4 9.1 10.3

宇治市 24.2 24.2 24.1 25.1 25.6 26.6

宮津市 10.6 10.6 8.8 9.0 9.8 10.0

亀岡市 13.5 14.0 13.6 14.2 15.2 15.9

城陽市 33.8 34.8 35.9 37.2 34.4 35.7

向日市 46.0 46.0 43.5 44.1 44.6 45.5

長岡京市 49.6 49.6 46.5 47.4 48.9 50.0

八幡市 11.3 11.3 12.4 13.2 17.4 18.6

京田辺市 12.8 12.8 15.8 17.9 12.1 17.6

京丹後市 17.1 17.1 17.1 17.1 15.5 15.5

南丹市 16.6 17.4 17.4 18.3 19.8 20.8

木津川市 31.5 31.5 24.4 26.6 32.7 34.4

大山崎町 48.0 48.0 48.4 49.6 50.2 51.6

久御山町 37.2 39.1 36.0 37.4 37.5 38.7

井手町 18.3 18.6 19.2 19.9 42.4 43.1

宇治田原町 6.6 6.8 7.5 7.9 11.5 12.4

笠置町 15.4 15.4 13.7 13.7 25.4 25.4

和束町 31.8 31.9 36.0 36.1 36.2 36.6

精華町 13.2 14.4 14.5 16.2 15.2 16.8

南山城村 30.3 30.3 28.5 28.5 26.5 26.6

京丹波町 30.5 30.5 29.6 30.3 30.4 31.2

伊根町 26.2 26.2 26.7 26.7 26.3 26.3

与謝野町 14.8 14.8 14.9 14.9 16.9 16.9

京都府全体 17.6 17.8 17.0 18.2 17.5 18.7

２ 後期高齢者医療制度の動向について

平成２２年１２月 高齢者医療制度改革会議の「最終とりまとめ」

→ 後期高齢者医療制度は廃止する。

平成２３年 ６月 社会保障・税一体改革案

→ 高齢者医療制度の見直し（「最終とりまとめ」等を踏まえ、高齢世

代・若年世代にとって公平で納得のいく負担の仕組み）

平成２４年 ２月 社会保障・税一体改革大綱を閣議決定

→ 具体的内容について、関係者の理解を得た上で、平成２４年通常国

会に制度廃止に向けた見直しのための法案を提出する。

平成２４年 ８月 社会保障制度改革推進法が可決、公布、施行

→ 民主、自民、公明の３党合意による議員立法。後期高齢者医療制度

については、同法で設置される「社会保障制度改革国民会議」におい

て中長期的に検討される。
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３ 今後の制度運営について

⑴ 取組方針

ア 方向性

現在、後期高齢者医療制度は、発足当初の混乱が落ち着き安定した運営を行っているが、

より持続可能な安定した運営を目指すために、第２次広域計画（計画期間：平成２４年度

～２７年度の４年間）において、「関係機関等との更なる連携を深め、保険者機能の向上

を図ること」を明記。

医療費の適正化や保健事業の充実を図る

イ 取組状況など

◇ すでに着手している事業

平成２３年度～ 健康づくり推進事業

・アンケート調査等による健康課題の分析

・モデル市町村での健診結果に基づく保健指導

・モデル市町村での健診受診率向上の取組

※２４年度～ 取組を拡大（２市→１０市町）

ジェネリック医薬品差額通知（月３００円以上減額効果のある方）

・２４年３月送付 ７，８００名

・ ７月送付 ５，３４４名

平成２４年度～ 鍼灸マッサージ審査の充実

・不正請求防止の対策として、被保険者への個別調査等を開始するた

め、ノウハウ・体制を有する業者へ委託

◇ 実施を検討している事業

医療費通知

現在は、高額療養費の支給対象となる方へのお知らせ通知（毎月）を利用して行って

おり、郵送料もかからず特段の費用は発生していない。

医療費通知を単独で行うと費用が発生することから、積極的な拡充を見合わせていた

が、今般、全受診者を通知対象としている広域連合が大半を占めていることや不正請求

の発見・抑止効果が期待できること等を踏まえ、費用対効果を考慮しながら拡充を検討

している。
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⑵ 京都府の参画

ア 経過

将来にわたり持続可能な医療保険制度の確立を目的として、とりわけ医療費の中で大き

な割合を占める高齢者の医療保険制度において、京都府に求められている役割等を議論す

るために、有識者による検討会が設置され、平成２４年６月に報告書がとりまとめられた

もの

イ 報告書の概要

健康づくり対策の強化、医療提供体制整備との連携強化及び後期高齢者医療制度のより

効果的・効率的な運営が期待できることから、次の事項に取組むべきとされている。

・ 都道府県は、更なる高齢化の進展等を見据え、後期高齢者医療制度の運営に大きな役

割を担うべきであり、都道府県と市町村が共同して運営していく体制とすべき

・ 都道府県単位での医療保険運営に都道府県が参画する効果を実証することで、市町村

国保の都道府県単位での一元化に向けた全国的な動きを加速すべき

・ 後期高齢者医療広域連合への京都府の参画に向けて、市町村や広域連合等と協議する

場を設け、早急に協議・調整を行うことを期待

・ 運営参画の効果をより大きなものとするため、広域連合の体制強化方策（京都府から

の人的・財政支援等）についても検討することを期待する。

ウ 今後の動き

京都府においては、報告書の提言を踏まえ、広域連合、市町村と意見交換を行うための

連携に向けた懇談会を開催するとともに、広域連合参画に向けた実務的な検討・調整を行

うワーキング会議を設置し、議論が進められているところ。


